
所沢市トコトコ健幸マイレージ事業実施要領 

  

（目的） 

第１条 この要領は、「所沢市トコトコ健幸マイレージ事業（以下「本事業」と

いう。）」の実施に関して必要な事項を定め、市民一人ひとりが健康で幸せを感

じながら、いつまでもいきいきと地域で暮らすことのできる「健幸長寿のまち」

の実現に資することを目的とする。 

 

 （参加者の資格条件） 

第２条 本事業の参加者（以下単に「参加者」という。）の資格条件は、所沢市

内に住所を有する満１８歳以上の者とする。 

 

（参加の申込み） 

第３条 本事業への参加を希望する者は、「コバトンＡＬＫＯＯマイレージ」の

スマートフォンアプリから所沢市を所属として、ＷＥＢにより申し込むもの

とする。また、この申し込みをもって、参加者はこの要領に同意したものとみ

なす。 

２ 市長は、申込みを受けた事項に虚偽があったときは、本事業への参加を認め

ないことができる。 

 

（市が独自に定めるポイント） 

第４条 市は、参加者の活動に応じて市が独自に定めるポイント（以下「市独自

ポイント」という。）を付与する。市独自ポイントは次の各号に掲げるとおりと

し、活動のあった月の翌月に参加者に付与する。 

（１）歩数アップポイント  

月の一日当たり平均歩数が前月の一日当たり平均歩数と比較して増加し

たとき又は月の一日当たり平均歩数が８，０００歩以上のとき、１０ポイン

トを付与する。歩数アップポイントの付与は、月に１回を限度とする。 

（２）イベント参加ポイント  

市が指定する健康づくりに関する事業に参加したとき、１０ポイントを付

与する。イベント参加ポイントの付与は、一事業につき一年度に１回を限度

とする。 

（３）続けて参加ポイント  

２，０００歩以上歩いた日が一日以上あるとき又は前号のイベント参加 

ポイントの付与対象となったとき、１０ポイントを付与する。続けて参加ポ

イントの付与は、月に１回を限度とする。 



２ 市は、何らかの理由により、活動のあった月の翌月以後に参加者の活動デー

タに変更が生じた場合であっても、市独自ポイントの追加の付与又は付与し

た市独自ポイントの取消のいずれも行わない。 

３ 参加者は、保有する市独自ポイントをほかの参加者に譲渡し、又は参加者間

で共有することはできない。 

 

（市独自ポイントの有効期限） 

第５条 市は、毎年２月１日から翌年の１月末日までの活動に対して、市独自ポ

イントを付与する。 

２ 市独自ポイントの有効期限は、毎年１月末日までとする。 

 

（市が独自に用意する景品） 

第６条 市は、市民の本事業への参加及び参加者の活動継続を促すため、独自の

景品を用意する（以下「市独自景品」という。）。市独自景品の選定に当たって

は、誰もが利用しやすく活動への意欲を高めるものとするよう努め、予算の範

囲内で選定する。 

２ 当選の通知及び市独自景品の送付は、本事業の登録住所宛て郵送により行

う。 

 

（抽選） 

第７条 市は、次の各号に掲げる参加者を対象に、市独自景品の当選者を決める

抽選を行う。なお、次の各号のいずれにも該当する参加者が重複して抽選対象

となることを妨げない。 

（１）前年の２月１日から１月末日までに、初めて本事業に参加した者 

（２）１月末日時点で、市独自ポイントを１５０ポイント以上保有する参加者 

２ 市は、毎年２月に抽選を実施する。 

３ 市は、予告なく市独自景品の内容を変更する場合がある。 

 

（当選の無効） 

第８条 市は、当選者が長期の不在、登録住所の誤り等のため市独自景品を受領

できなかったときは、当選を無効とする。 

２ 当選が無効となった参加者の市独自景品は無効とし、ほか参加者に当選さ

せるための再度の抽選は行わない。 

 

（市独自ポイントの取消等） 

第９条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、参



加者に事前に通知することなく、参加者が保有する市独自ポイントの一部又

は全部を取り消すことができる。 

（１）この要領に違反したとき 

（２）その他違法又は不正な行為があったとき 

２ 市独自ポイントは、参加者の本事業からの退会により消滅する。 

３ 市長は、取消又は消滅した市独自ポイントについて補償せず、一切の責任を

負わない。 

  

（退会） 

第１０条 参加者は、「コバトンＡＬＫＯＯマイレージ」のスマートフォンアプ

リからＷＥＢにより退会手続きを行うほか、次の各号のいずれかに該当した

ときは、本事業から退会したものとする。 

（１） 参加者本人から退会の申し出があったとき 

（２） 第２条に該当しなくなったとき 

（３） その他市長が必要と認めたとき 

  

（個人情報の取扱い） 

第１１条  市は、参加者から取得した個人情報の取扱いについて、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守する。 

２ 市は本事業で得た個人情報を、市の実施する健康づくりに関する事業の通

知、本事業に関する重要なお知らせの送付、アンケート調査及び景品の発送に

使用する。 

３ 市は、個人を特定した活動データ及びアンケート調査結果等の公表を一切

行わない。 

 

 （健康効果検証） 

第１２条  市は本事業の健康効果を検証するため、所沢市国民健康保険又は埼

玉県後期高齢者医療制度の被保険者であって本事業に参加する者の活動デー

タ、アンケート調査結果、健康診断結果及び医療費に係るデータを使用する。 

  

（変更等） 

第１３条  市長は、やむを得ないと認めるときは、予告なく本事業を変更し、

中断し、又は終了することができる 。 

 

（所管） 

第１４条  本事業は、健康推進部健康づくり支援課及び国民健康保険課が所管



する。 

  

（定めのない事項等） 

第１５条  この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、

別に定めるものとする。 

 

附  則 

 この要領は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年２月１日から施行する。 

 


